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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月３日 １４時０６分ごろ 

発生場所 東京湾中ノ瀬 

 神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台から真方位１

００°６,４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２２.１′ 東経１３９°４３.７′） 

事故調査の経過  平成２４年９月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 ＭＧＭ
ｴ ﾑ ｼ ﾞ ｰ ｴ ﾑ

 Ｎｏ.３、３,７４８トン 

   ８１１８７３６（ＩＭＯ番号）、S&B GLOBAL S.A. 

   １０６.０５ｍ×１６.１０ｍ×８.６３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,４２７kＷ、１９８２年２月 

Ｂ 巡視艇 はまぐも、１１６トン 

   １３６７３５、国土交通省 

   ３５.００ｍ×６.５０ｍ×３.４３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１１年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６７歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２００７年１１月１６日 

          （２０１２年１０月１８日まで有効） 

 二等航海士Ａ（インドネシア共和国籍） 男性 ２５歳 

暫定締約国資格受有者承認証 二等航海士（パナマ共和国発

給） 

    交付年月日 ２０１２年７月１２日 

          （２０１２年１０月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３１歳 

   二級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１８年８月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年８月１４日 

  主任航海士Ｂ 男性 ５０歳 
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   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年１月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月２８日 

    免状有効期間満了日 平成２５年１月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首材に白色塗料が付着 

Ｂ 左舷船尾部の船側外板等に凹損及び亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、二等航海士Ａほか１２人が乗り組み、着岸待機の

ため、東京湾中ノ瀬において、船首１.９５ｍ、船尾４.２５ｍの喫水

で右舷錨を投じて錨泊していた。 

二等航海士Ａは、操舵室において、単独で守錨当直に就いていた

が、自室の窓から接近して来るＢ船を見た船長Ａが昇橋した。 

船長Ａは、接近して来るＢ船に対し、ＶＨＦ無線電話で二等航海士

Ａの呼び掛けに続いて呼び掛けたが、Ｂ船からの応答はなかった。 

 船長Ａは、Ｂ船の動静を監視していたが、Ｂ船が船首方の死角に入

ったので、衝突したことに気付かなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、機関長Ｂ、主任航海士Ｂ及び航海士補Ｂほか６人

が乗り組み、船首約１.５ｍ、船尾約２.５ｍの喫水で浦賀水道航路、

中ノ瀬航路等における船舶の監視業務のため、本事故発生場所の南南

東方沖において、平成２４年９月３日１３時１１分ごろから、主機を

停止した状態で漂泊を開始し、機関長Ｂ、主任航海士Ｂ及び航海士補

Ｂが、航海当直者として配置に就き、操舵室内で各自の業務を行いな

がら、周囲の見張りを行っていた。 

主任航海士Ｂは、１３時４５分ごろ、Ａ船との距離が、約０.６海

里となったことをレーダーで確認した。 

機関長Ｂ及び主任航海士Ｂは、機関長Ｂが、１３時５５分ごろ中ノ

瀬西方沖を南下していた船舶とＶＨＦ無線電話で交信をした後、船内

業務体制に関する会話に意識を集中し、見張りを行っていなかった。 

航海士補Ｂは、海図台で航海日誌の記載を行っていた１４時０５分

ごろ、Ａ船がＢ船を呼び出しているＶＨＦ無線電話の音声でＡ船との

接近に気付き、展張していた減揺翼を格納するとともに、機関長Ｂが

機関を始動しようとしたが、１４時０６分ごろ、Ｂ船は、左舷船尾部

がＡ船の船首部と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 気象庁発表の横浜における風向・風速は、次のとおりであった。 

 １３時１０分 南 ３.４m/s 

 １３時２０分 南 ３.１m/s 

 １３時３０分 南南東 ４.７m/s 

 １３時４０分 南東 ５.０m/s 
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 １３時５０分 南南東 ４.２m/s 

 １４時００分 南南西 ４.１m/s 

 その他の事項 

 

 Ｂ船の航海当直者は、本事故当時、Ｂ船の周辺にＡ船以外の漂泊や

航行している船舶を認めなかった。 

 Ｂ船は、漂泊中、風が強い場合及び周囲に多数の船舶が認められる

場合、機関を運転していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり  

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ｂ船は、東京湾中ノ瀬で漂泊中、航海当直者が見張りを行っていな

かったことから、錨泊中のＡ船に接近し、Ｂ船の左舷船尾部とＡ船の

船首部とが衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船の航海当直者は、Ｂ船の周辺にＡ船以外の船を認めなかったこ

とから、会話に意識を集中し、見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、東京湾中ノ瀬で漂泊中、航海当直者が見張りを

行っていなかったため、錨泊中のＡ船に接近し、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダーの接近警報を活用するなどし、周囲の見張りを適切に行

うこと。 

 


